
地方独立行政法人東京都立病院機構の業務実績評価における評価項目（案）について

• 法人全体の目標として都が法人に示した中期目標に定める項目を基準として項目別評価を実施する。

• 適正かつ厳正な評価を行うことができ、かつ評価の結果を法人の業務の遂行に適切に反映することができるよう

に評価項目を設定する。

基本的な考え方
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資料４

評価項目（案）

大 中 小 細 大 中 小 細 大 中 小 細

ア 法令等に基づき対応が求められる医療 ア 法令等に基づき対応が求められる医療 ア 法令等に基づき対応が求められる医療

イ 社会的要請から特に対策を講じなければならない医療 イ 社会的要請から特に対策を講じなければならない医療 イ 社会的要請から特に対策を講じなければならない医療

ウ 新たな医療課題に対して先導的に取り組む必要があ
る医療

ウ 新たな医療課題に対して先導的に取り組む必要があ
る医療

ウ 新たな医療課題に対して先導的に取り組む必要があ
る医療

ア がん医療 ア がん医療 ア がん医療 1
イ 精神疾患医療 イ 精神疾患医療 イ 精神疾患医療 2
ウ 救急医療 ウ 救急医療 ウ 救急医療 3
エ 災害医療 エ 災害医療 エ 災害医療 4
オ 島しょ医療 オ 島しょ医療 オ 島しょ医療 5
カ 周産期医療 カ 周産期医療 カ 周産期医療 6
キ 小児医療 キ 小児医療 キ 小児医療 7
ク 感染症医療 ク 感染症医療 ク 感染症医療 8
ケ 難病医療 ケ 難病医療 ケ 難病医療 9
コ 障害者医療 コ 障害者医療 コ 障害者医療 10
サ 総合診療の提供 サ 総合診療の提供 サ 総合診療の提供 11
シ その他の行政的医療、高度・専門的医療等の提供 シ その他の行政的医療、高度・専門的医療等の提供 シ その他の行政的医療、高度・専門的医療等の提供 12

⑴ 災害医療における緊急事態への対応 ⑴ 災害医療における緊急事態への対応 ⑴ 災害医療における緊急事態への対応

⑵ 感染症医療における緊急事態への対応 ⑵ 感染症医療における緊急事態への対応 ⑵ 感染症医療における緊急事態への対応

２ 災害や公衆衛生上の緊急事態への率先した対応

⑴ 行政的医療の安定的かつ継続的な提供 ⑴ 行政的医療の安定的かつ継続的な提供 ⑴ 行政的医療の安定的かつ継続的な提供

⑵ 各医療の提供 ⑵ 各医療の提供
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第一期中期目標の項目 第一期中期計画の項目 令和４年度　年度計画の項目 評価
項目

前文（基本的な考え方） 前文（基本的な考え方）

第１ 中期目標の期間

第２ 都民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す
る事項

第１ 都民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す
る目標を達成するためとるべき措置

第１ 都民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す
る目標を達成するためとるべき措置

１ 行政的医療や高度・専門的医療等の安定的かつ継続的な提供 １ 行政的医療や高度・専門的医療等の安定的かつ継続的な提供 １ 行政的医療や高度・専門的医療等の安定的かつ継続的な提供

⑵ 各医療の提供

２ 災害や公衆衛生上の緊急事態への率先した対応 ２ 災害や公衆衛生上の緊急事態への率先した対応



大 中 小 細 大 中 小 細 大 中 小 細
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16
17
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第一期中期目標の項目 第一期中期計画の項目 令和４年度　年度計画の項目 評価
項目

３ 地域医療の充実への貢献 ３ 地域医療の充実への貢献 ３ 地域医療の充実への貢献

⑴ 地域包括ケアシステム構築に向けた取組 ⑴ 地域包括ケアシステム構築に向けた取組 ⑴ 地域包括ケアシステム構築に向けた取組

⑵ 健康増進及び疾病予防に向けた普及啓発

⑴ 患者中心の医療の推進

⑵ 質の高い医療の提供 ⑵ 質の高い医療の提供 ⑵ 質の高い医療の提供

５ 診療データの活用及び臨床研究・治験の推進 ５ 診療データの活用及び臨床研究・治験の推進 ５ 診療データの活用及び臨床研究・治験の推進

⑵ 健康増進及び疾病予防に向けた普及啓発 ⑵ 健康増進及び疾病予防に向けた普及啓発

４ 安全で安心できる質の高い医療の提供 ４ 安全で安心できる質の高い医療の提供 ４ 安全で安心できる質の高い医療の提供

⑴ 患者中心の医療の推進 ⑴ 患者中心の医療の推進

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためと
るべき措置

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためと
るべき措置
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１ 効率的・効果的な法人運営体制の構築 １ 効率的・効果的な法人運営体制の構築 １ 効率的・効果的な法人運営体制の構築

２ 人材の確保・育成 ２ 人材の確保・育成 ２ 人材の確保・育成

３ 効率的・効果的な業務運営 ３ 効率的・効果的な業務運営 ３ 効率的・効果的な業務運営

⑴ 働きやすい勤務環境の整備 ⑴ 働きやすい勤務環境の整備 ⑴ 働きやすい勤務環境の整備

⑵ 弾力的な予算執行 ⑵ 弾力的な予算執行 ⑵ 弾力的な予算執行

第４ 財務内容の改善に関する事項 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

20１ 財務内容の改善 １ 財務内容の改善 １ 財務内容の改善

１ 予算（令和４年７月から令和８年度まで） １ 予算（令和４年度）（令和４年７月から令和５年３月まで）

２ 収支計画（令和４年７月から令和８年度まで） ２ 収支計画（令和４年度）（令和４年７月から令和５年３月まで）

⑴ 収入の確保 ⑴ 収入の確保 ⑴ 収入の確保

⑵ 適切な支出の徹底 ⑵ 適切な支出の徹底 ⑵ 適切な支出の徹底

第８ 剰余金の使途 第５ 剰余金の使途

第９ 料金に関する事項

第５ その他業務運営に関する重要事項 第１０ その他業務運営に関する重要事項 第６ その他業務運営に関する重要事項

３ 資金計画（令和４年７月から令和８年度まで） ３ 資金計画（令和４年度）（令和４年７月から令和５年３月まで）

第５ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

２ 想定される短期借入金の発生理由

第６ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが
見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

第７ 前記の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
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１ 病院運営におけるDXの推進 １ 病院運営におけるDXの推進 １ 病院運営におけるDXの推進

２ 施設・設備の整備 ２ 施設・設備の整備 ２ 施設・設備の整備

⑵ コンプライアンスの推進 ⑵ コンプライアンスの推進

４ 外部からの意見聴取 ４ 外部からの意見聴取 ４ 外部からの意見聴取

第７ 各病院等重点事業

３ 適正な業務運営の確立 ３ 適正な業務運営の確立 ３ 適正な業務運営の確立

⑴ 情報セキュリティ・個人情報保護の徹底 ⑴ 情報セキュリティ・個人情報保護の徹底 ⑴ 情報セキュリティ・個人情報保護の徹底

⑵ コンプライアンスの推進

2各評価項目において評価実施
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「各病院等重点事業」の取扱いについて

イメージ

法人

評価委員会

• 中期目標の項目として定めていない年度計画の項目「各病院等重点事業」は、病院毎の実績の適切な把握、実効

性のある評価の実施及び都民への説明責任の徹底を図る観点から、以下のように取り扱う。

• 法人の自己評価を踏まえ、法人の業
務の全体について実施状況を調査・
分析し総合的な評価を行う

都• 中期目標の項目を基準として設定した評価項目
ごとに業務実績を記載し、自己評価を実施

• 年度計画の「各病院等重点事業」は、記載事項
ごとに関連する評価項目に実績を記載し、評価
項目ごとに総合的に自己評価を実施

法人の自己評価

項目別評価

項目１　がん医療 A

項目２　精神疾患医療 A

項目３　救急医療 B

項目４　災害医療 B

項目５　島しょ医療 B

…

全体評価

「中期計画の達成に
向け優れた業務の進
捗状況にある」

意見聴取

年度計画

第７　各病院等重点事業

　東京都立大塚病院

　　・　血液がん患者の外来化学療法への移行

　　　を進め、治療と生活の両立を推進

　　・　救急医療提供体制を強化し、救急患者

　　　の積極的な受入れを推進

　　・　○○

　東京都立駒込病院

　　・　手術支援ロボットを最大限活用し、低侵

　　　で質の高いがん医療を提供

　　・　外来での高精度放射線治療や化学療法

　　　を推進し、外来での治療ニーズに対応

　　・　○○

項目１　がん医療 A

項目２　精神疾患医療 B

項目３　救急医療 A

項目４　災害医療 B

項目５　島しょ医療 B

…


